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科学技術振興機構(JST) http://www.jst.go.jp/ 

 １．科学技術イノベーション創出に向けた研究開発戦略の立案 
 ２．科学技術イノベーション創出の推進  

①戦略的な研究開発の推進 ②産学が連携した研究開発成果の展開 ③東
日本大震災からの復興・再生支援 ④国際的な科学技術共同研究などの推
進 ⑤知的財産の活用支援 

 ３．科学技術イノベーション創出のための基盤形成  
 ①科学技術情報知識インフラの構築  
 ②次世代理数系人材の育成  
 ③科学技術コミュニケーションインフラの構築 

JSTとNBDCのご紹介 

バイオサイエンスデータベースセンター(NBDC) http://biosciencedbc.jp/ 

生命科学分野のDBを使いやすくするミッション 
（１）データベース研究開発戦略の立案 
（２）データベースの充実〔府省間のデータベース統合/基盤技術開発/

ファンディングプログラム（分野ごとにデータの統合を推進）〕 
（３）データの公開（ポータルサイトや関連サービスも含めて） 
（４）国際連携 

 

2011（H23）年 
4月に設立 

http://www.jst.go.jp/
http://biosciencedbc.jp/
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NBDCのポータルサイト 

• 30種類以上のサービス 

• 生命科学のDBに特化 

• 登録不要 

• 無料 

• どこからでも、誰でも 

ポータルサイトへは 
「NBDC」で検索 

あるいは 
“NBDCヒトDB” 
で検索 
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       ＮＢＤＣヒトデータベース 
 

基本方針： 
・ヒトに関するあらゆるデータが対象 
・シンプルでわかりやすいルール 
・匿名化された情報のみ 
      ⇒より詳細な情報は共同研究で！ 

・データ提供／利用に関する審査はNBDCが実施     
 提供者の要望はできる限り受け入れ（分類、公開時期、制限事項） 

・社会的な理解や指針の変更に柔軟に対応 
 

必要なツールの整備： 
・ガイドライン 
・ウェブサイト ・データ格納の仕組み！ 

DDBJのご協力
のもと！ 
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ＮＢＤＣヒトデータベース／データの種類 

オープンデータ 

公開待機データ 

ヒトデータ審査委員会
（NBDC）での審査に基づ
き利用可能 
・個人ごとの情報 

ウェブサイト等から制限な
く公開 
・集団の統計値 
・特定の個人由来では無い試料
の解析結果 

各プロジェクト・実施機関 

N
BDC

ヒ
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

匿名化前・公開留保データ他 

匿名化 

制限公開データ 
（標準レベル[Type Ⅰ]セキュリティ） 
（ハイレベル[Type Ⅱ]セキュリティ） 

一定期間の後、制限公開 
データ等へ移動 
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NBDCヒトデータ 
共有ガイドライン 

データ共有分科会 

N B D C 

外部の有識者を含む審査機関 
 

NBDCヒトデータ取扱い 
セキュリティガイドライン 

策
定

・
見

直
し

 

ヒトデータ審査委員会 

運営委員会 

オープンデータ 
(利用申請不要) 

制限公開データ 

NBDCヒト 
データベース 提供者 

③データ送付 
（メタ情報の提供、再度匿名化必要） 

①申請 
（インフォームド・コンセントおよび 
 倫理審査でのデータ共有承認必要） 

②承認 

④ID付与 
（論文等に利用可能） 

利用者 

NBDCヒトDB/提供者間の協議内容 
・データの分類（オープンor制限公開） 
・データの公開日 
・データ利用時の制限事項、他 

 申請 
（データ利用についての倫理審査必要） 

 承認 

1 

2 

 アクセス 
 

3  利用状況を報告
（年1回および終了時） 

4 

NBDCヒトデータベース／データ共有の仕組み 
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NBDCヒトDBにおけるデータ提供とDRA/JGA 

データ提供者 

データ提供の流れ 



YES NO 

YES NO 

NGS 由来データ等を登録する際の確認フロー（2014年10月16日） 
ヒト由来試料を使用している 

NO（細菌叢など） 

YES NO 

*1：HeLa細胞の場合は、
Whole Genome seq.
についてはNBDCにご
相談ください。 
それ以外のデータは
オープンデータとして
登録ください。 

YES NO 

DDBJセンターへ 
オープンデータとして登録 

（http://www.ddbj.nig.ac.jp/submission_general-j.html） 

HeLa細胞*1以外の研究用に一般に入手可能な組織・細胞である 

NO YES 

☑提供予定データを産出した実験手法および対象が明記された研
究計画書が所属機関の倫理委員会において承認されている 
☑研究計画書・IC説明同意文書内にデータベースへデータを提供
し、研究者間で共有することが記載されている 

YES 
解析・測定対象がヒト配列である 

フィルタによりヒト配列が
除去されている 

ICにおいてオープンデータとして
公開することの同意を得ている 

NBDCの審査を希望する 
NO YES 

全ゲノム規模のデータである 

NBDCヒトDB事務局へ相談
（humandbs@biosciencedbc.jp）あるいは直接申請 

（http://humandbs.biosciencedbc.jp/data-submission） 

YES NO 

上記内容を追加した上で
再度所属機関の倫理審査

委員会に諮る。 

フィルタを
実施する 
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公開データ 
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データの詳細 
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公開条件を設定することが可能です 

例えば、 
－論文の公開までデータの公開も待ってほしい 

公開になるまで伏せたい情報は公開しません（部
分、全部いずれも可） 

－がん研究等に限定されたデータである 
インフォームドコンセントで約束事項となっている
ケースなどに対応します 

－その他 
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データ『提供』申請審査のポイント 

－インフォームドコンセントにおいて「データの共
有」が示されているか？ 

－「データを共有すること」が倫理審査をパスし
ているか？ 

－申請されたデータの内容と倫理審査の内容が
合致しているか？ 

データ提供者にしていただくこと 
〇データの分類（オープン、制限公開TypeI or II） 
〇データの匿名化 
〇データに関する情報の提供 
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     インフォームド・コンセントの留意点（1） 
 

 NBDCヒトデータ共有ガイドラインでの要求事項 
 
 ○データを“共有”することについての明確な記載（必須） 
 

＜同意文書・説明文書の記載内容例について＞ 
※説明文書については[具体的な記述例]を記載したが、これらに限定されるものではない。 
 
◆同意文書に含まれる項目 
【必須項目】 
○同意項目として、データベースへのデータの登録と研究者によるデータの共有につ
いて含まれていること 
 
◆説明文書に含まれる項目 
【必須項目】 
○データを公的なデータベースに登録すること 

[具体的な記述例：本解析で得られたデータは、他の（医学）研究を行う上でも重要

なデータとなるため、データを公的なデータベース（あるいは：科学技術振興機構
バイオサイエンスデータベースセンターが運用するデータベースを含む公的な
データベース）に登録し、多くの研究者と共有します。] 

『NBDCヒトデータ共有ガイドライン』からの抜粋。 
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     インフォームド・コンセントの留意点（２）  
 

○公開用データベースについて（推奨） 
 ・NBDCヒトデータベースについて 
 ・データ共有の意義 
 
○参加者に対して守られる権利についての説明（推奨） 
 ・個人に直結する情報は開示されないこと 
 ・公開に関する同意撤回への対応の制限について 

（統計処理などが施されたデータ、すでに研究に利用され、論文
等で公開されたデータから、個別のデータだけを取り除くことは
難しいことなどを説明） 
 
 
ガイドラインには例文等も掲載しています。 
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     ただし…  
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LAN内のサーバ上でのみ利用 
データのコピーの原則禁止 
アクセスできる人の限定・管理 
セキュリティに関するチェックリストの提出 

 ＋ 

入室管理   
 

ハイレベル（Type II）セキュリティ 

NBDCヒトデータベース／制限公開データの保護 

標準レベル（Type I）セキュリティ 

ICにおける制限事項などによる 
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NBDCヒトDBにおけるデータ利用 

データ利用者 

データ利用の流れ 

制限公開 
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データ『利用』申請審査のポイント 

－研究責任者はこの分野で経験があるか？ 
－施設のセキュリティ対策は適切か？ 
－研究内容は倫理審査をパスしているか？ 
－データの提供者が示すデータ利用の際の制

限事項に合致した申請内容か？ 
  （研究分野の限定、データの保管方法など） 

データ利用者にしていただくこと 
〇１年ごとに使用状況を報告 
〇同時にセキュリティ対策も再チェック 
〇成果公開時にはデータについて言及する 
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提供手続きの概要 &ガイドライン 
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データ提供申請お待ちしています 
質問が有ればいつでも下記へ 

箕輪真理 
humandbs@biosciencedbc.jp 

特に記載のない限り、本資料のライセンスは以下の通りです。 
            © 2014 NBDC Licensed Under CC 表示 2.1 日本 
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